
( 事業者 ) ( 教育委員会 )

　文化財保護法の対象となるものは、①工事による掘削が埋蔵文化財に及ぶ場合、②恒久的な建築物、道路そ
の他の工作物を設置する場合、③その他盛土又は一時的な工作物の設置等でそれが埋蔵文化財に影響を及ぼ
す恐れのある場合です。

（2）埋蔵文化財包蔵地の照会
　　　・該当しない場合、工事着手へ
　　　・該当、近接する場合 （3）確認調査の依頼

（4）確認調査の実施、結果の回答
・原則的に確認調査の経費は、町教育委員会が負担
して実施

・埋蔵文化財が確認されなかった場合、工事着手
・埋蔵文化財が確認された場合、計画変更又は発掘
調査が必要

・原則的には計画変更して埋蔵文化財を保存するようにしてください。
・それが困難な場合、事業者の責任の下に発掘調査を実施し、埋蔵文化財を記録保存することが必要となります。
通例、発掘調査の経費は、事業者負担で行われています。（法第 93 の２、法 99 の 3）。ただし、個人が専用
住宅建築の場合には公的補助を受けることができます。

（9）発掘調査業務委託契約の締結

個人専用住宅建設等以外の場合 個人専用住宅建設等の場合

（8）発掘調査の方法、期間、経費等について協議

（6）計画変更について協議

（10）教育委員会が発掘調査の通知を工事着手
30 日前までに文化庁長官へ提出

（12）現場での発掘調査終了後、工事着手

（11）発掘調査の実施
　　・現場の発掘作業
　　・出土遺物の整理作業
　　・報告書を作成し、文化庁長官へ提出

開発行為に伴う埋蔵文化財取り扱いの手続きと届出

（1）開発区域等の具体的な計画

（5）工事等着手の 60 日前までに、埋蔵文化
財発掘の［届出・通知］について（法第
93，94）を提出→指示通知

（7）計画変更により埋蔵文化財を保存→工事立会
計画変更不可能

工事予定地に埋蔵文化財が包蔵される可能性がある場合、埋蔵文化財の取り扱いに関する次の書類を提出してください。
（1）開発行為等に係る埋蔵文化財の有無について（照会） （2）試掘・確認調査の同意書及び権利放棄書
（3）埋蔵文化財発掘の届出について （4）委任状

※各書類の様式につきましては、町教育委員会社会教育課窓口で配布しているほか、杉戸町公式ホームページ（ホーム⇒各課
のページ⇒社会教育課⇒各種申請書⇒埋蔵文化財の取り扱いについて）からもダウンロードできます。
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